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特定非営利活動促

進法

（行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用）
第七十四条　第十条第一項の規定による申請及び同条第二項（第二十五条
第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。）の規定による
縦覧、第十二条第三項（第二十五条第五項及び第三十四条第五項において
準用する場合を含む。）の規定による通知、第十三条第二項（第三十九条第
二項において準用する場合を含む。）の規定による届出、第二十三条第一項
の規定による届出、第二十五条第三項の規定による申請、同条第六項の規
定による届出及び同条第七項の規定による提出、第二十九条の規定による
提出、第三十条の規定による閲覧、第三十一条第二項の規定による申請、
第三十四条第三項の規定による申請、第四十三条第四項（第六十七条第四
項において準用する場合を含む。）の規定による交付、第四十四条第一項の
規定による申請、第四十九条第一項（第五十一条第五項、第六十二条（第六
十三条第五項において準用する場合を含む。）、第六十三条第五項及び第六
十七条第四項において準用する場合を含む。）の規定による通知及び第四十
九条第四項（第五十一条第五項、第六十二条（第六十三条第五項において
準用する場合を含む。）及び第六十三条第五項において準用する場合を含
む。）の規定による提出、第五十一条第三項の規定による申請、第五十二条
第二項（第六十二条において準用する場合を含む。）の規定による提出、第
五十三条第四項（第六十二条において準用する場合を含む。）の規定による
提出、第五十五条第一項及び第二項（これらの規定を第六十二条において
準用する場合を含む。）の規定による提出、第五十六条（第六十二条におい
て準用する場合を含む。）の規定による閲覧、第五十八条第一項の規定によ
る申請並びに第六十三条第三項の規定による申請について行政手続等にお
ける情報通信の技術の利用に関する法律（平成十四年法律第百五十一号）
の規定を適用する場合においては、同法中「主務省令」とあるのは、「都道府
県又は指定都市の条例」とし、同法第十二条の規定は、適用しない。

（情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の適用）
第七十四条　第十条第一項（第三十四条第五項において準用する場合を含
む。）の規定による提出及び第十条第二項（第二十五条第五項及び第三十
四条第五項において準用する場合を含む。）の規定による縦覧、第十二条第
三項（第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含
む。）の規定による通知、第十三条第二項（第三十九条第二項において準用
する場合を含む。）の規定による届出、第二十三条第一項の規定による届
出、第二十五条第四項の規定による提出、同条第六項の規定による届出及
び同条第七項の規定による提出、第二十九条の規定による提出、第三十条
の規定による閲覧、第三十一条第三項の規定による提出、第三十四条第四
項の規定による提出、第四十三条第四項（第六十七条第四項において準用
する場合を含む。）の規定による交付、第四十四条第二項（第五十一条第五
項、第五十八条第二項（第六十三条第五項において準用する場合を含む。）
及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。）の規定による提出、
第四十九条第一項（第五十一条第五項、第六十二条（第六十三条第五項に
おいて準用する場合を含む。）、第六十三条第五項及び第六十七条第四項に
おいて準用する場合を含む。）の規定による通知及び第四十九条第四項（第
五十一条第五項、第六十二条（第六十三条第五項において準用する場合を
含む。）及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。）の規定によ
る提出、第五十二条第二項（第六十二条において準用する場合を含む。）の
規定による提出、第五十三条第四項（第六十二条において準用する場合を
含む。）の規定による提出、第五十五条第一項及び第二項（これらの規定を
第六十二条において準用する場合を含む。）の規定による提出並びに第五十
六条（第六十二条において準用する場合を含む。）の規定による閲覧につい
て情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成十四年法律第
百五十一号）の規定を適用する場合においては、同法第六条第一項及び第
四項から第六項まで、第七条第一項、第四項及び第五項、第八条第一項並
びに第九条第一項及び第三項中「主務省令」とあるのは、「都道府県又は指
定都市の条例」とする。
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進法の施行に関す
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（役員報酬規程等の提出）
第十条　認定特定非営利活動法人は、法第五十五条第一項の規定による書
類の提出を当該認定の有効期間内の日を含む毎事業年度終了の日の翌日
から三月以内に行わなければならない。
２　認定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、遅滞なく、法
第五十五条第二項の規定による書類（法第五十四条第三項の書類に限る。）
の提出を行わなければならない。
３　前二項の規定は、法第六十二条において準用する法第五十五条の規定
による特例認定特定非営利活動法人の書類の提出について準用する。

（役員報酬規程等の提出）
第十条　認定特定非営利活動法人は、法第五十五条第一項の規定による書
類の提出を当該認定の有効期間内の日を含む毎事業年度終了の日の翌日
から三月以内に行わなければならない。
２　認定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、遅滞なく、法
第五十五条第二項の規定による書類の提出を行わなければならない。
３　前二項の規定は、法第六十二条において準用する法第五十五条の規定
による特例認定特定非営利活動法人の書類の提出について準用する。
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（知事が行う電磁的記録による縦覧等）
第十三条　知事が、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法
律（平成十四年法律第百五十一号）第五条第一項の規定により、法第十条
第二項（法第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合
を含む。）の規定による書面等の縦覧又は法第三十条及び第五十六条（法第
六十二条において準用する場合を含む。）の規定による書面等の閲覧に代え
てこれらの書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を
記載した書類の縦覧又は閲覧を行う場合においては、規則で定める方法によ
り行うものとする。

（知事が行う電磁的記録による縦覧等）
第十三条　知事が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平
成十四年法律第百五十一号）第八条第一項の規定により、法第十条第二項
（法第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含
む。）の規定による書面等の縦覧又は法第三十条及び第五十六条（法第六
十二条において準用する場合を含む。）の規定による書面等の閲覧に代えて
これらの書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記
載した書類の縦覧又は閲覧を行う場合においては、規則で定める方法により
行うものとする。
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（特定非営利活動法人が行う電磁的記録による保存）
第十四条　民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利
用に関する法律（平成十六年法律第百四十九号。以下「電子文書法」とい
う。）第三条第一項に規定する主務省令で定める保存は、法第十四条（法第
三十九条第二項において準用する場合を含む。）、第二十八条第一項及び第
二項、第三十五条第一項、第五十四条第一項（法第六十二条（法第六十三
条第五項において準用する場合を含む。）及び第六十三条第五項において
準用する場合を含む。）並びに第五十四条第二項から第三項まで（これらの
規定を法第六十二条において準用する場合を含む。）の規定による書面の備
置きとする。
２　特定非営利活動法人が、電子文書法第三条第一項の規定により、前項に
規定する書面の備置きに代えて当該書面に係る電磁的記録の備置きを行う
場合は、規則で定める方法により行わなければならない。

（特定非営利活動法人が行う電磁的記録による保存）
第十四条　民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利
用に関する法律（平成十六年法律第百四十九号。以下「電子文書法」とい
う。）第三条第一項に規定する主務省令で定める保存は、法第十四条（法第
三十九条第二項において準用する場合を含む。）、第二十八条第一項及び第
二項、第三十五条第一項、第五十四条第一項（法第六十二条（法第六十三
条第五項において準用する場合を含む。）及び第六十三条第五項において
準用する場合を含む。）並びに第五十四条第二項及び第三項（これらの規定
を法第六十二条において準用する場合を含む。）の規定による書面の備置き
とする。
２　特定非営利活動法人が、電子文書法第三条第一項の規定により、前項に
規定する書面の備置きに代えて当該書面に係る電磁的記録の備置きを行う
場合は、規則で定める方法により行わなければならない。
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（特定非営利活動法人が行う電磁的記録による作成）
第十五条　電子文書法第四条第一項に規定する主務省令で定める作成は、
法第十四条（法第三十九条第二項において準用する場合を含む。）、第二十
八条第一項、第三十五条第一項及び第五十四条第二項及び第三項まで（こ
れらの規定を法第六十二条において準用する場合を含む。）の規定による書
面の作成とする。
２　特定非営利活動法人が、電子文書法第四条第一項の規定により、前項に
規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合
は、規則で定める方法により行わなければならない。

（特定非営利活動法人が行う電磁的記録による作成）
第十五条　電子文書法第四条第一項に規定する主務省令で定める作成は、
法第十四条（法第三十九条第二項において準用する場合を含む。）、第二十
八条第一項、第三十五条第一項並びに第五十四条第二項及び第三項（これ
らの規定を法第六十二条において準用する場合を含む。）の規定による書面
の作成とする。
２　特定非営利活動法人が、電子文書法第四条第一項の規定により、前項に
規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合
は、規則で定める方法により行わなければならない。
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（委任）
第十七条　この条例に定めるもののほか、知事が所轄する特定非営利活動
法人に関し必要な事項は、規則で定める。
附　則
この条例は、平成十年十二月一日から施行する。
附　則（平成十五年三月十八日条例第十号）
１　この条例は、平成十五年五月一日から施行する。
２　この条例の施行の際事業年度を設けていない特定非営利活動法人につ
いての当初の事業年度の開始の日の前日までの期間に係る改正後の第四
条の規定の適用については、同条中「毎事業年度」とあるのは「毎年」とす
る。
附　則（平成十八年三月二十八日条例第十号）
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附　則（平成二十年十月十四日条例第四十八号）
この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。
附　則（平成二十三年十二月二十七日条例第五十九号）
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附　則（平成二十四年五月二十五日条例第三十七号）
この条例は、平成二十四年七月九日から施行する。
附　則（平成二十八年十一月二十二日条例第五十三号）
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附　則（令和三年二月十二日条例第一号）
この条例は、令和三年六月九日から施行する。

（委任）
第十七条　この条例に定めるもののほか、知事が所轄する特定非営利活動
法人に関し必要な事項は、規則で定める。
附　則
この条例は、平成十年十二月一日から施行する。
附　則（平成十五年三月十八日条例第十号）
１　この条例は、平成十五年五月一日から施行する。
２　この条例の施行の際事業年度を設けていない特定非営利活動法人につ
いての当初の事業年度の開始の日の前日までの期間に係る改正後の第四
条の規定の適用については、同条中「毎事業年度」とあるのは「毎年」とす
る。
附　則（平成十八年三月二十八日条例第十号）
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附　則（平成二十年十月十四日条例第四十八号）
この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。
附　則（平成二十三年十二月二十七日条例第五十九号）
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附　則（平成二十四年五月二十五日条例第三十七号）
この条例は、平成二十四年七月九日から施行する。
附　則（平成二十八年十一月二十二日条例第五十三号）
この条例は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律（平成二十八年
法律第七十号）の施行の日から施行する。
附　則（令和元年十一月二十二日条例第十四号）
この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性
の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等にお
ける情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律（令和元
年法律第十六号）の施行の日から施行する。
附　則（令和三年二月十二日条例第一号）
この条例は、令和三年六月九日から施行する。

163 組合等登記令（抄）
別表（第一条、第二条、第六条、第七条の二、第八条、第十七条、第二十条、
第二十一条の三関係）

別表（第一条、第二条、第六条、第七条の二、第八条、第十四条、第十七条、
第二十条、第二十一条の三関係）


